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「幕別町教育大綱」(案) 新旧対照表 
＜旧＞ 現 行（平成27年度～30年度） ＜新＞ 改正案（2019年度～2023年度） 

 

１ 教育大綱策定の背景と趣旨 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が、平成26年６月

20日に公布され、平成27年４月１日から施行されました。 

  この制度改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政

における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るととも

に、地方に対する国の関与の見直し等制度の抜本的な改革が行なわれたものでありま

す。 

また、同法には、地方公共団体の長と教育委員会の連携強化を図るため、「総合教

育会議」を設け、会議において教育の目標や施策の根本的な方針を定めた大綱の策定

に関する協議をすることと定められていることから、本町における教育大綱を策定す

るものであります。 

今回の「幕別町教育大綱」は、国の第２期教育振興基本計画における基本的な方針

を参酌し、本町の実情に応じて、今後の本町における教育の目標、方策、進むべき方

向性を示すものであります。 

 

１ 教育大綱策定の背景と趣旨 

  平成27年４月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正され、

教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明

確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に対する

国の関与の見直しなど制度の抜本的な改革が行われました。 

また、同法には、地方公共団体の長と教育委員会の連携強化を図るため、「総合教

育会議」を設け、本会議において教育の目標や施策の根本的な方針を定めた大綱の策

定が規定されました。 

  幕別町においても、人口減少時代にあって、少子高齢化社会や就業形態の複雑化な

どにより町民の生活を取り巻く環境が大きく変化する中、本町の持続的な発展のた

めに、町民、地域、行政が一体となってまちづくりの方向性を示す「幕別町総合計画」

を基に、「幕別町生涯学習中期計画」及び国が策定する「教育振興基本計画」と歩調

を合わせながら、平成27年９月に「幕別町教育大綱」を策定しました。 

今回の「幕別町教育大綱」は、平成27年度に策定した大綱が終期を迎えるに当た

り、今後の本町における教育行政の総合的な施策の指針を示すものであります。 

   

２ 教育大綱の位置付け 

  この大綱は、本町の教育行政を推進するための基本方針となるものであり、「第５

期幕別町総合計画」の基本構想を基に、教育分野の基本目標、重点的に取り組むべき

基本施策の方向性を示し、「第５次幕別町生涯学習中期計画」との整合性・一貫性を図

るものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育大綱の位置付け 

  この大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３＊に基づき、

総合教育会議において町長及び教育委員会が協議・調整し、町長が策定する大綱で

す。 

また、本町の教育行政を推進するための基本方針となるものであり、「第６期幕別

町総合計画」の基本構想を基に、教育分野の基本目標、重点的に取り組むべき基本施

策の方向性を示すとともに、「第６次幕別町生涯学習中期計画」及び国の「第３期教

育振興基本計画」との整合性・一貫性を図るものであります。 
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＜旧＞ 現 行（平成27年度～30年度） ＜新＞ 改正案（2019年度～2023年度） 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 大綱の期間 

  大綱の期間は、「第５次幕別町生涯学習中期計画」との整合性・一貫性を図るため、

平成27年度から平成30年までの4年間とし、同計画に期間の終期を合わせ、本大綱を連

動させるものであります。また、「第５期幕別町総合計画」を踏まえ策定するものであ

ります。 

 

４ 施策の実施 

  本大綱に掲げる基本目標の達成に向け、その具体的な施策の柱を掲げ、事業実施に

当たっては、「第５次幕別町生涯学習中期計画」を踏まえ、本町の現状に即し、効率的

かつ効果的に施策を推進していくものです。 

 

５ 施策の柱 

(1) 国内交流や国際交流の推進 

   

 地域の特性を生かした国内交流を推進し、交流人口の拡大を図ります。 

また、国際化に対する住民意識の高揚や人材の育成、交流の促進、支援を図ると

ともに諸外国の人々を受け入れるための体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

 ＊「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３ 

   地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参

酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関

する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。 

 

３ 大綱の期間 

 大綱の期間は、「第６次幕別町生涯学習中期計画」（2019年度～2023年度）及び「第

３期教育振興基本計画」（2018年度～2022年度）を考慮して、2019年度から2023年度

までの５年間としますが、今後の社会情勢等により改訂を行う必要が生じた場合に

は、適宜その見直しを行うものとします。 

 

４ 施策の実施 

 本大綱に掲げる基本目標の達成に向け、その具体的な施策の柱を掲げるとともに、

事業実施に当たっては、「第６次幕別町生涯学習中期計画」を踏まえ、本町の現状に

即し、効率的かつ効果的に施策を推進します。 

 

５ 施策の柱 

(1) 国内交流や国際交流の推進 

【基本方針】 

 国内交流を推進し、幅広い交流を行います。 

また、学校教育や社会教育など、様々な場を通じて、国際理解の機会づくりと国際

性豊かな人材の育成を図ります。 

 

○基 本 目 標  郷土を愛し、自ら学び、心豊かに生きる人 

（幕別町教育目標） 

 

○具 体 目 標  豊かな心とたくましい体の育成 

豊かな生活と自ら学ぶ力の高揚  

豊かな人間愛と国際性の涵養 

豊かな郷土と文化の創造 

○基 本 目 標  郷土を愛し、自ら学び、心豊かに生きる人 

（幕別町教育目標） 

 

○具 体 目 標  豊かな心とたくましい体の育成 

豊かな生活と自ら学ぶ力の高揚  

豊かな人間愛と国際性の涵養 

豊かな郷土と文化の創造 
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＜旧＞ 現 行（平成27年度～30年度） ＜新＞ 改正案（2019年度～2023年度） 

  【方 策】 

    国内交流の推進 

    国際交流の推進 

 

  (2) 生涯にわたる学習社会の形成 

 

多種多様な学習機会を自己に適した手段、方法により自ら選択し、生涯にわたっ

て学習活動ができる総合的な環境づくりを進めます。 

    また、学習の成果を生かすことができる環境づくりを推進するとともに生きがい

を持って豊かな生活を送れる地域社会づくりに取り組みます。 

 

 

【方 策】 

学習プログラムの体系化 

情報提供の充実 

指導者・団体の育成 

学習・活動機会の充実 

施設の機能充実 

 

 

(3) 健やかな子どもを育てる学校教育の推進 

 

社会の変化に対応できるように、基礎･基本を確実に身に付け、児童生徒が自ら

学び、考え、主体的に判断し、行動できる「生きる力」を育むために、家庭、学校、

地域社会がそれぞれの役割を自覚し、お互いの理解、協力を深めることができるよ

う連携を図ります。 

    また、教育制度の改正に適切に対応しながら、教育内容、教育環境の一層の充実

を図るとともに本町の持っている自然、歴史、文化の特性を理解し、郷土への愛着

を育みます。 

 

 

【方 策】 

 ①国内交流の推進 

 ②国際交流の推進 

 

(2) 豊かな人生を育む生涯学習の推進 

【基本方針】 

多種多様な学習機会を自己に適した手段、方法により自ら選択し、生涯にわたる学

習活動を通じ、その学習効果が還元される総合的な環境づくりを進めます。 

 百年記念ホールや図書館をはじめとする生涯学習の拠点施設を有効活用するとと

もに、札内コミュニティプラザや町民会館、忠類コミュニティセンターなどの施設も

活用し、各種事業や生涯学習講座の充実に取り組みます。 

 

【方 策】 

①学習プログラムの充実 

②情報提供の充実 

③指導者・団体の育成 

④学習・活動機会の充実 

⑤施設の機能充実 

⑥図書館機能の拡充 

 

(3) 「生きる力」を育む学校教育の推進 

【基本方針】 

本町の教育目標である「郷土を愛し、自ら学び、心豊かに生きる人」の具現化を目

指し、全ての児童生徒が、主体的に判断し、行動できる｢生きる力｣を育むため、家庭、

学校、地域がそれぞれの役割を自覚し、お互いの理解、協力を深めることができるよ

う学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を活用しながら連携を図ります。 

また、一貫教育の推進により、小学校と中学校が同じ目標である、目指す子ども像

の実現に向けて、９年間を見通した教育により、中１ギャップと呼ばれる子どもたち

の困り感の解消や、子どもの発達等に応じた柔軟で多様な教育の充実を図るととも

に、地域の教育資源を活用し、郷土に誇りを持つ子どもを育みます。 
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＜旧＞ 現 行（平成27年度～30年度） ＜新＞ 改正案（2019年度～2023年度） 

【方 策】 

幼児教育の充実 

小中学校教育の充実 

教育施設の整備 

高等学校教育の充実 

 

(4) 青少年の健全育成の推進 

 

次代の担い手である青少年が心身ともに健全に育つ環境づくりを進めます。 

 

【方 策】 

    青少年の健全育成 

 

(5) 優れた芸術・文化活動の推進 

 

芸術・文化活動の振興を図るため、団体や住民の自主的な活動を支援するととも

に、ネットワークづくりと交流の促進を図ります。 

 

【方 策】 

    芸術・文化活動の育成と支援 

芸術・文化事業の推進 

芸術・文化鑑賞機会の拡充 

 

(6) 歴史的文化の伝承 

 

ナウマン象化石骨の復元骨格標本をはじめ、埋蔵文化財、アイヌ文化、開拓の歴

史を伝える資料、地域の伝統文化など、有史以前から続く本町の歴史と文化の保

存・継承を図ります。 

 

 

 

【方 策】  

①幼児教育の充実 

②小中学校教育の充実 

③教育施設の整備  

④高等学校教育・特別支援学校の支援 

 

(4) 青少年の健全育成の推進 

【基本方針】 

未来を担う青少年が心身ともに健やかに育つ環境づくりを進めます。 

 

【方 策】 

①青少年の健全育成 

 

(5) 芸術・文化活動の振興 

【基本方針】 

国内外の優れた芸術文化に接し、体感できる鑑賞機会などの提供や自主的な活動

による芸術文化の振興と豊かな情操の育成を図ります。 

 

【方 策】 

①芸術・文化活動の支援と人材育成 

②芸術・文化事業の推進 

③芸術・文化鑑賞機会の拡充 

 

(6) 歴史的文化の保存・伝承 

【基本方針】 

   本町の歴史的資料やアイヌ文化資料を収集・保存、展示しているふるさと館や蝦

夷文化考古館、世界的にも貴重な資料を展示しているナウマン象記念館のそれぞ

れの特徴を生かし、郷土の歴史や文化の保存・継承を図ります。 
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＜旧＞ 現 行（平成27年度～30年度） ＜新＞ 改正案（2019年度～2023年度） 

【方 策】 

    施設の充実 

歴史的文化の保存・継承と活用 

アイヌ文化の保存振興と理解の促進 

 

 (7) 健康づくりとスポーツ・レクリエーションの推進 

 

町民がいつでも気軽にスポーツやレクリエーションを楽しむことができる環境

づくりを進めるとともに、コミュニティースポーツの振興と指導者、団体の育成を

図ります。 

 

 

 

【方 策】 

    スポーツ・レクリエーション活動の推進 

指導者・組織の育成と支援 

社会体育施設の整備充実と有効活用 

パークゴルフの振興 

 

 

 

 【方 策】 

  ①施設の充実 

②歴史的文化の保存・継承と活用 

③アイヌ文化の保存振興と理解の促進 

 

 (7) 健康づくりとスポーツ活動の振興 

【基本方針】 

  町民がいつでも気軽にスポーツやレクリエーションを楽しむことができる環境づ

くりを進め、パークゴルフの振興とスポーツ・レクリエーションの指導者、団体の育

成を図ります。 

また、町出身のアスリートやスポーツ団体と連携し、次世代のアスリートの育成に

努めます。 

 

【方 策】 

①スポーツ・レクリエーション活動の推進 

②指導者・組織の育成と支援 

③社会体育施設の整備充実と有効活用 

④パークゴルフの振興 
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＜旧＞ 現 行（平成27年度～30年度） ＜新＞ 改正案（2019年度～2023年度） 
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＜旧＞ 現 行（平成27年度～30年度） ＜新＞ 改正案（2019年度～2023年度） 

  


